
 
板橋区認定こども園運営費等補助要綱 

 

平成１９年１１月２日 区長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区（以下「区」という。）が、東京都認定こども園の認定要件に関する

条例（平成１８年東京都条例第１７４号。以下「都条例」という。）に基づき認定された施設（以

下「認定こども園」という。）に対して必要な経費を補助し、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 （１） 幼保連携型認定こども園 都条例第３条第１号に定める認定こども園をいう。 

 （２） 幼稚園型認定こども園 都条例第３条第２号に定める認定こども園をいう。 

 （３） 保育所型認定こども園 都条例第３条第３号に定める認定こども園をいう。 

 （４） 地方裁量型認定こども園 都条例第３条第４号に定める認定こども園をいう。 

２ 前項に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、都条例で使用する用語の例に

よる。 

 

（補助対象者） 

第３条 この補助金の対象者は、第５条に規定する施設の設置者とし、次に掲げる者とする。 

 （１） 申請日現在、特別区民税及び軽自動車税を滞納していない者。（個人の場合） 

 （２） 申請日現在、法人住民税を滞納していない者。（法人の場合） 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げるものとする。 

 （１） 幼稚園型認定こども園（並列型・年齢区分型）が実施する認可外保育施設の運営 

 （２） 地方裁量型認定こども園が実施する認可外保育施設の運営（東京都認定こども園の認

定要件に関する条例施行規則（平成１８年東京都規則第２９９号。以下「都規則」とい

う。）第３条第１号に定める認可外保育施設に限る。） 

 （３） 幼保連携型認定こども園（年齢区分型）及び幼稚園型認定こども園（単独型・年齢区

分型）が実施する幼稚園保育所機能事業の運営 

 （４） 保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園が実施する教育機能事業の運営 

 （５） 幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び幼稚園型認定こども園の開設 

 （６） 前号以外の認定こども園の開設（国庫補助金等、国からの財政支援がある場合を除く。） 

 

（補助対象施設） 

第５条 この補助金の交付対象となる施設は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条第１項及び第３項並びに都条例に

基づき、知事が認定した地方公共団体以外の者が設置する認定こども園とする。 

 



（補助対象児童） 

第６条 この補助金の交付の対象となる児童は、認定こども園が教育し、又は保育する児童で、

次の各号の要件を満たしているものとする。 

 （１） 区に住所を有する児童 

 （２） 補助に係る月の初日に在籍している児童 

 

（補助対象事業に係る利用料） 

第７条 第４条第１号から第４号までに掲げる補助対象事業に係る利用料については、認定こど

も園の設置者が自由に設定できることとする。ただし、第４条第１条号及び第２号に掲げる補

助事業に係る利用料については、月２２０時間以下の利用契約をした場合の月額は、３歳未満

児の場合８０，０００円、３歳以上児の場合７７，０００円を超えない料金設定とすること。

この場合の利用料の月額には、基本の利用料のほか、給食代、おやつ代、保育に直接必要な保

育材料費、光熱水費、年会費（１２分の１の額）及びこれらに係る消費税相当分を含む（長時

間保育を行う際に提供する２食目以降の給食代及びおやつ代並びに入会金を除く。）ものとする。 

 

（補助対象経費） 

第８条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助事業として支出した経費で、別表に定める

経費とする。 

 

（補助金交付額） 

第９条 この補助金は、次の各号に掲げる経費につき、当該各号に定める額を予算の範囲内にお

いて交付する。ただし、開設準備経費については、東京都の予算措置の状況を考慮する。 

 （１） 幼稚園型認定こども園認可外保育施設運営費 東京都認定こども園運営費等補助金交

付要綱（以下「都補助要綱」という。）別表に定める基準額とする。 

 （２） 地方裁量型認定こども園認可外保育施設運営費 都補助要綱別表に定める基準額とす

る。 

 （３） 幼稚園保育所機能事業費 都補助要綱別表に定める基準額とする。 

 （４） 教育機能補助 都補助要綱別表に定める基準額とする。 

 （５） 開設準備経費 対象経費の実支出額（その経費に対し寄付金その他の収入額がある場

合にはそれを控除した額）の２分の１（千円未満切捨て）と１５，０００，０００円の

うちいずれか少ない額。 

 

（補助条件） 

第１０条 この補助金は、別記の補助条件を付して交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第１１条 第９条第１号から第４号までに掲げる経費（以下「運営費」という。）に係る補助金の

交付を受けようとするときは、認定こども園運営費補助金交付申請書（別記第１号様式）によ

り区長に申請する。 

２ 第９条第５号に掲げる補助金の交付を受けようとするときは、認定こども園開設準備経費補

助金交付申請書（別記第２号様式）により区長に申請する。 



３ 第３条第１号に該当し、次のいずれかに該当する場合は、当該領収書の写し若しくは納税証 

明書又は非課税証明書（いずれも直近のもの。領収書の写しは、直近のものが属する年度分で 

納期が到来しているもの全て）を添付するものとする。 

(1)  認定こども園運営費補助金交付申請書（別記第１号様式）又は認定こども園開設準備経費

補助金交付申請書（別記第２号様式）において、申請者から区税納付状況調査に関する同意

が得られない場合 

(2) 区外に居住している場合 

(3) 区外からの転入者で、転入前の自治体において課税されている場合 

４ 第３条第２号に該当する場合は、直近の法人住民税の領収書の写し又は納税証明書（非課 

 税の場合は申告書（控）の写し、免除の場合は免除決定通知書の写し）を添付するものとする。 

 

（交付決定） 

第１２条 区長は、前条の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類を審査し、必要に

応じて現地調査等を行い、運営費の交付決定をしたときは認定こども園運営費補助金交付決定

通知書（別記第３号様式）により、開設準備経費の交付決定をしたときは認定こども園開設準

備経費補助金交付決定通知書（別記第４号様式）により、申請を不適当と認めたときは不交付

決定通知書（別記第５号様式）により、事業者に通知しなければならない。 

 

（変更交付申請） 

第１３条 事業者は、運営費について、児童数の変動、単価改定等により前条の交付決定額に不

足が生じたとき（又は生じるおそれのあるとき）は、認定こども園運営費補助金変更交付申請

書（別記第６号様式）により区長に申請するものとする。ただし、変更交付申請は、当該年度

内において行うものとする。 

２ 事業者は、開設準備経費について事業計画等に変更があったときは、認定こども園開設準備

経費補助金変更交付申請書（別記第７号様式）により区長申請するものとする。 

３ 区長は、前２項の変更交付申請があったときは、速やかにこれを審査し、交付の可否を決定

するとともに別記第８号様式により事業者に通知しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第１４条 事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交

付決定の通知受理後１０日以内に、認定こども園補助金交付申請取下げ届（別記第９号様式）

を区長に提出し、交付決定額の全部又は一部を取り下げることができる。 

２ 事業者は、前項の取下げ届により区長が補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消した場

合において既に補助金を受領している場合には、取消しに係る部分の補助金を指定された期日

までに返還しなければならない。 

 

（契約届） 

第１５条 事業者は、児童の保護者と教育又は保育の契約を結んだときは、契約届（別記第１０

号様式）を区長に提出しなければならない。 

２ 事業者は、教育又は保育の契約を解除したとき又は契約の内容を変更したときは、契約解除・

内容変更届（別記第１１号様式）を区長に提出しなければならない。 



 

（補助金の請求） 

第１６条 事業者は、前条の契約に係る児童の運営費を、原則として請求に係る月の５日までに

請求書（別記第１２号様式）により区長に請求しなければならない。 

２ 事業者は、前項の請求にあたり、当該月の初日現在の在籍児童数を、児童名簿（別記第１３

号様式）で、職員雇用状況を職員構成（別記第１４号様式）により区長に報告しなければなら

ない。また、職員の新規雇用、退職等の異動があった場合は職員異動届（別記第１４号様式別

紙）により区長に報告しなければならない。 

３ 区長は、前２項の規定により提出された書類を精査し、補助金交付決定額の範囲内において

速やかに事業者に補助金を支出するものとする。 

４ 事業者は、開設準備経費を当該認定こども園が認定された後に交付決定額の範囲内において

区長に請求することができる。 

 

（区外認定こども園への補助金の支払） 

第１７条 区長は、区外の認定こども園から板橋区に居住する児童の入所について協議があった

ときは、当該認定こども園に対し運営費を支払うことができる。この場合の補助金交付申請及

び請求の手続きは、区内の施設と同様とする。ただし、前条第２項に規定する別記第１３号様

式の児童名簿のうち、請求に関わらない児童の氏名、生年月日、入所年月日、運営費年齢、住

所地及び別記第１４号様式は、省略できるものとする。 

 

（実績報告） 

第１８条 事業者は、会計年度終了後、当該年度の運営費の実績を別に指定する日までに認定こ

ども園運営費補助金事業実績報告書（別記第１５号様式）により区長に報告しなければならな

い。 

２ 事業者は、開設準備経費に係る事業が完了したときは、事業の実績を認定こども園開設準備

経費補助金実績報告書（別記第１６号様式）により区長に報告しなければならない。 

３ 区長は、前２項の事業実績報告書を精査し、補助金額を確定するとともに別記第１７号様式

により事業者に通知しなければならない。 

４ 事業者は、前項の補助金額の確定により返還金が生じたときは、区長が指定する日までに返

還しなければならない。 

 

（補則） 

第１９条 補助金の交付に当たって、この要綱に定めるもののほか、東京都板橋区補助金等交付

規則（昭和４２年３月３１日、東京都板橋区規則第３号）によるものとする。 

 

（委任） 

第２０条 この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成１９年１１月２日から施行し、平成１９年１０月１日から適用する。 

   付 則 



 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年３月１６日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年２月１２日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２５年３月２２日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２６年２月１０日から施行し、平成２６年２月１日から適用する。 



別記 補助条件 

 

１ 補助金の交付 

  区長は、この補助金を当該施設が認定された後において交付する。 

 

２ 交付の決定の取り消し・変更 

（１） 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部

を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。 

    ア 認定こども園開設にあたり当該施設が補助金交付に係る年度内において認定されな

かったとき又は認定を取り消されたとき。 

    イ 都事務取扱要綱又はこの要綱の基準を満たしていないとき。 

    ウ 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

    エ 補助金の交付決定の内容又は補助金の交付に付した条件に違反したとき。 

    オ その他特別の必要が生じたとき。 

（２） 区長は、（１）の規定による取り消し又は変更をしたときは、速やかに事業者に通知する。 

 

３ 補助金の返還 

（１） 区長は、２の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、事業者に対し当該補助金の取り消しに係る部分につ

いて期限を定めてその返還を命ずることがある。 

（２） 事業者は（１）の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助

金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合

におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額）につき、年１０．９５％の割

合で計算した違約金加算（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

  

４ 延滞金 

  事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５％の割

合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 

５ 運営費の一時停止等 

  事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の

全部若しくは一部を納付しない場合は、区長は相当の限度において第３条第 1 項から第３項に

規定する運営費の交付を一時停止し、又は運営費と未納付額を相殺することがある。 

 

６ 開設準備経費により取得した財産の管理義務 

  事業者は、開設準備経費により取得し、又は効用の増加した財産について別記第１８号様式

の取得財産等管理台帳を作成し、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理する

とともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

 

７ 開設準備経費により取得した財産処分の制限 



（１） 事業者は、開設準備経費により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格

が５０万円以上の機械及び器具については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加し

た財産の処分制限期間」（平成１３年７月１２日厚生労働省告示第２３９号）に定める期間

を経過するまで区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（２） 事業者は、賃借している建物につき区長が補助金を交付した場合において、補助事業に

より取得したもの又は効用の増加した部分につき造作買取請求権その他の権利が生じたと

きは、その処理につき別記第１９号様式により区長の承認を受けるものとする。 

 

８ 財産処分に伴う収入の納付 

  区長の承認を受けて７に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を区に納付させることができる。 

 

９ 開設準備経費の返還 

  ８の定めのほか、事業者は開設準備経費を交付された場合において、開設後５年未満に事業

を廃止した場合は、補助金の交付額に下記の率を乗じた額を返還すること。ただし、この返還

額と開設準備経費に係る７の納付額の合計額は補助金交付額を上回らないこととする。 

１年未満 
１年以上 

２年未満 

２年以上 

３年未満 

３年以上 

４年未満 

４年以上 

５年未満 

５０％ ４０％ ３０％ ２０％ １０％ 

 

１０ 書類の整備保管 

  事業者は、補助金に係る書類を整備し、次の各号に定める期間保管しなければならない。 

（１） 運営費に係る書類（契約書、登園状況、その他関係書類）は、当該年度の事業終了後５

年とする。 

（２） 開設準備経費に係る書類（見積書、契約書、請求書、領収書、本要綱の規定に基づき作

成した書類、その他関係書類）は、事業廃止後５年間とする。 

 

１１ その他の必要事項 

  １から１０に定めるほか、事業者は区から補助を受けるにあたり次の事項を遵守しなければ

ならない。 

（１） 非常災害に対する措置 

    事業者は、非常災害に備えるため、次の措置を講じなければならない。 

    ア 消化用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 

    イ 非常災害に対する具体的計画を立て、定期的な訓練を実施するとともに訓練の結果

を記録すること。 

（２） 賠償責任保険等への加入 

    事業者は、人数規模等に応じ必要な額の賠償責任保険等に加入しなければならない。 

（３） 検査等の指示事項 

    事業者は、都又は区が実施する検査等に応ずるとともに、検査等により受けた指示に従

わなければならない。 



（４） 個人情報等の保護 

    事業者は、事業の実施にあたり知り得た児童又は児童の家庭等に係る情報を、事業の目

的以外に使用し又は外部に漏らしてはならない。 

（５） その他区が指示した事項 



別表（第８条関係） 

 

 

類型別補助対象経費一覧 

 

類型 補助対象経費 

幼稚園型 

並列型 幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費 

年齢区分型 
幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費 

幼稚園保育所機能事業費 

単独型 幼稚園保育所機能事業費 

幼保連携型 年齢区分型 幼稚園保育所機能事業費 

保育所型 教育機能事業費 

地方裁量型 
地方裁量型認定こども園・認可外保育施設運営費 

教育機能事業費 

 





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

- - - - - -

















A

B

C



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

- - - - - -



A

B

C





A

B

C







1

2

3

4

5





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30









4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

- - - - - -












